
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

３　対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

注：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積を行うことが確実と町が判断する集落営農及び町の基

  本構想に示す目標とする所得水準を達成している経営体等が位置付けられます。

ⅰうち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 ３ha

ⅱうち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 ３ha

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 ９．２８ha

注：④の面積は、以下の「５ 中心経営体」の「備考（今後引き受ける意向のある耕作面積）」欄の合計の面積を記載します。

 最上川あるいはその支流沿いに立地した集落のため、まとまった農地が少なく、農地の集積はなかなか難しい。また、中山間地の水田では高低差が
大きく、新規参入も現実的に無理がある。当面は日本型直接支払制度を活用しながら、それぞれの集落における協力体制を構築し、現状維持での営
農継続を目指すものとする。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載します。

　日本型直接支払制度を活用しながら農地の維持に努めるとともに、機械の共同利用を進めるなど地域で協力して取り組んでいく。また、新規参入者の確保につ
いても検討を行い、必要に応じて経営転換協力金等を活用していく。

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 ５５ha

③地区内における７０歳以上の農業者の耕作面積の合計 ５ha

実質化された人・農地プ ラ ン

市町村名
対象地区名

（地区内集落名）
作成年月日 直近の更新年月日

白鷹町
川下地区

（下山、佐野原、大瀬、平田）
令和４年３月２２日 令和５年３月２９日

①地区内の耕地面積 １０５ha


